
第４回
保育士養成課程等検討会

平成２８年５月２３日

資料２

福祉系国家資格を有する者に対する保育士養成課程及び保育士試験
の科目の一部を免除することについて検討するにあたって

【現状】

○ 保育士資格を取得する場合に、幼稚園教諭免許状を有する者については、保育士試験の受験に際

して、受験科目の一部又は全部の免除を行っている。

○ 介護福祉士等の福祉系国家資格を有する者が、保育士試験を受験する場合には、受験科目の免

除は行っていない。介護福祉士養成施設においては、その養成課程において、指定保育士養成施設

を卒業した場合、養成課程の一部を免除している。

○ また、平成２７年６月に閣議決定された、『「日本再興戦略」改訂2015－未来への投資・生産性革命

－』においては、福祉系国家資格所持者や子育て支援員が保育士資格を取得しやすくするための方

策（保育士養成課程、保育士試験科目の一部免除等）について速やかに検討することとされている。
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【考えられる検討の視点】
１ 福祉系国家資格の養成課程と保育士養成課程との比較及び検証

福祉系国家資格の養成課程と保育士養成課程の科目の内容を比較し、共通の内容とみなせるか
を検証する。

２ 検討対象とする福祉系国家資格の範囲

福祉系国家資格の養成課程と保育士養成課程との比較・検証について、どの福祉系国家資格を対
象とするか。

３ 免除の方法

保育士養成課程における履修科目の免除を行うのか、保育士試験における試験科目の免除を行う
のか。

４ 子育て支援員等についても、保育士資格取得に際して特例を設けることを検討すべき事項はあるか。

５ 幼稚園教諭免許状との関係

「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」（平成18年法律第
77号）の検討規定との関係。

※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 （平成18年法律第77号）
附 則 （平成二四年八月二二日法律第六六号）
（検討）
第二条 政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
２ 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要が
あると認めるときは、この法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する
法律（以下「新認定こども園法」という。）の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと
する。
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幼稚園教諭免許状を有する者が保育士試験を受験する際の特例

【通常の保育士試験】

・筆記試験９科目（保育原理、教育原理、社会的養護、児童家庭福祉、社会福祉、保育の心
理学、子どもの保健、子どもの食と栄養、保育実習理論）と実技試験を受験

【幼稚園教諭免許状を有する者】
１ 実務経験不問
（１）筆記試験９科目のうち、２科目（教育原理、保育の心理学）と実技試験を免除

（２）指定保育士養成施設において所定の科目を３４単位履修することにより、筆記試験と実
技試験を免除

２ 実務経験を有する場合（幼稚園や保育所等で、３年かつ４，３２０時間の勤務経験）
※新たな認定こども園による特例のため、制度施行（平成27年4月1日）から5年後までの特例
（１）筆記試験９科目のうち、３科目（教育原理、保育の心理学、保育実習理論）と実技試験を
免除

（２）指定保育士養成施設において所定の特例教科目を８単位履修することにより、筆記試験
と実技試験を免除

（３）指定保育士養成施設において所定の科目を１７科目履修することにより、筆記試験と実
技試験を免除

（参考１）
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指定保育士養成施設を卒業した者が、介護福祉士養成施設の養成課程
で学ぶ場合の一部科目履修免除

（参考２）

領 域 教 育 内 容
時 間 数

第１号学校 第２号学校 第３号学校
人間と社会 人間の尊厳と自立 ３０以上

１５
人間関係とコミュニケーション ３０以上
社会の理解 ６０以上
人間と社会に関する選択科目
合計 ２４０

介護 介護の基本 １８０ １８０ １８０
コミュニケーション技術 ６０ ６０ ６０
生活支援技術 ３００ ３００ ３００
介護過程 １５０ １５０ １５０
介護総合演習 １２０ ６０ ６０
介護実習 ４５０ ２７０ ２１０

こころとからだのしくみ 発達と老化の理解 ６０ ３０ ３０
認知症の理解 ６０ ３０ ６０
障害の理解 ６０ ３０ ３０
こころとからだのしくみ １２０ ６０ ６０
合 計 １，８００ １，１７０ １，１５５

※ 第１号学校における人間と社会に関する選択科目の時間数については、人間の尊厳と自立、人間関係とコミュニケーション及び社会の
理解の時間数と合計して２４０時間以上となるように定めるものとする。

※ 第１号学校：大学入学資格のある者
第２号学校：大学等において社会福祉士の指定科目を履修して修了した者
第３号学校：指定保育士養成施設を卒業した者

○指定保育士養成施設を卒業した者：介護福祉士養成課程 １，８００時間 → １，１５５時間

【介護福祉士養成施設における養成課程】
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「日本再興戦略」改訂2015 －未来への投資・生産性革命－
（平成27年6月30日閣議決定）（抜粋）

（参考３）

２－２．女性の活躍推進／外国人材の活用

（３）新たに講ずべき具体的施策

②保育の担い手の確保 （７４頁）

・保育する児童が少数である場合における保育士数の取扱いの検討
保育士の確保が特に厳しい地域において、本年度特例的に実施している取扱い

（朝・夕の児童が少数である時間帯において保育士１名に代え、保育士でない保育業
務経験者等を配置することを許容するもの）について、その実施状況等を踏まえて検証
の上、来年度以降の在り方について本年度中に検討し、結論を得る。

・他の国家資格等を有する者の活用の検討
福祉系国家資格所持者や子育て支援員が保育士資格を取得しやすくするための方
策（保育士養成課程、保育士試験科目の一部免除等）について保育士確保対策検討
会等において速やかに検討を開始し、結論を得た上で、順次所要の措置を講ずる。
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保育士と３福祉士の教授内容の比較
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保育士 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士

履
修
科
目
等

保育原理 人体の構造と機能及び疾病 人間の尊厳と自立 人体の構造と機能及び疾病

教育原理 心理学理論と心理的支援 人間関係とコミュニケーション 心理学論と心理的支援

児童家庭福祉 社会理論と社会システム 社会の理解 社会理論と社会システム

社会福祉 現代社会と福祉

人間と社会
に関する
選択科目

生物、生命科学、
統計、数学（基礎）、
経理、家庭、
生活技術、
生活文化、経営、
教育、社会、
現代社会、憲法論、
政治・経済、
労働法制、
住宅政策、
教育制度、
児童福祉

現代社会と福祉

相談援助（演習） 社会調査の基礎 地域福祉の理論と方法

社会的養護 相談援助の基盤と専門職 社会保障

保育者論 相談援助の理論と方法 低所得者に対する支援と生活保護制
度保育の心理学Ⅰ（講義） 地域福祉の理論と方法

保育の心理学Ⅱ（演習） 福祉行財政と福祉計画 福祉行財政と福祉計画

子どもの保健Ⅰ（講義） 福祉サービスの組織と経営 保健医療サービス

子どもの保健Ⅱ（演習） 社会保障 権利擁護と成年後見制度

子どもの食と栄養（演習）
高齢者に対する支援と介護保険制度

障害者に対する支援と障害者自立支
援制度家庭支援論

保育家庭論 障害者に対する支援と障害者自立支援
制度

精神疾患とその治療

保育内容総論（演習） 精神保健の課題と支援

保育内容演習（演習） 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福
祉制度

介護の基本
精神保健福祉相談援助の基盤（基礎）

乳児保育（演習） コミュニケーション技術

障害児保育（演習）
低所得者に対する支援と生活保護制度

生活支援技術
精神保健福祉相談援助の基盤（専門）

社会的養護内容（演習） 介護過程

保育相談支援（演習） 保健医療サービス 介護総合演習 精神保健福祉の理論と相談援助の展
開保育の表現技術（演習） 就労支援サービス 介護実習

保育実習Ⅰ（実習） 権利擁護と成年後見制度 発達と老化の理解 精神保健福祉に関する制度とサービ
ス保育実習指導Ⅰ（演習） 更生保護制度 認知症の理解

保育実践演習（演習） 相談援助演習 障害の理解 精神障害者の生活支援システム

相談援助実習指導 こころとからだのしくみ 精神保健福祉援助演習（基礎）

相談援助実習 医療的ケア 精神保健福祉援助演習（専門）

精神保健福祉援助実習指導

精神保健福祉援助実習

※介護福祉士養成施設においては、指定保育士養成施設を卒業した場合、その養成課程において、一部科目の履修免除（「人間の尊厳と自立」「人間関係とコミュニケーション」
「社会の理解」「人間と社会に関する選択科目」の履修時間：240時間→15時間）を行うこととなっている。

（参考４）



保育士養成課程教科目と保育士試験科目
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【保育士養成課程教科目】 【保育士試験科目】
系列 教科目 設置単位数 履修単位数

教
養
科
目

外国語（演習） ２以上
体育（講義） 1 1
体育（実技） 1 1
その他 ６以上

教養科目 計 １０以上 ８以上

必
修
科
目

①保育の本質・目的に関する科目
保育原理（講義） 2 2 保育原理
教育原理（講義） 2 2 教育原理
児童家庭福祉（講義） 2 2 児童家庭福祉
社会福祉（講義） 2 2 社会福祉
相談援助（演習） 1 1
社会的養護（講義） 2 2 社会的養護
保育者論（講義）※H22新設 2 2

計１３ 計１３

②保育の対象の理解に関する科目
保育の心理学Ⅰ（講義） 2 2 保育の心理学
保育の心理学Ⅱ（演習） 1 1
子どもの保健Ⅰ（講義） 4 4 子どもの保健
子どもの保健Ⅱ（演習） 1 1
子どもの食と栄養（演習） 2 2 子どもの食と栄養
家庭支援論（講義） 2 2

計１２ 計１２

③保育の内容・方法に関する科目
保育課程論（講義）※H22新設 2 2
保育内容総論（演習） 1 1 保育実習理論
保育内容演習（演習） 5 5
乳児保育（演習） 2 2
障害児保育（演習） 2 2
社会的養護内容（演習） 1 1
保育相談支援（演習） 1 1

計１４ 計１４

⑤保育実習 保育実習Ⅰ（実習） 4 4
保育実習指導Ⅰ（演習） 2 2

総合演習 保育実践演習（演習） 2 2
必修科目 計 51 51

選
択
必
修

科
目

保育に関する科目（上記①～⑤の系列より科目設定） １５以上 ６以上
保育実習Ⅱ又はⅢ（実習） 2 2
保育実習指導Ⅱ又はⅢ（実習） 1 1
選択必修科目 計 １８以上 ９以上
合計 ７９以上 ６８以上

保育実習実技④保育の表現技術 保育の表現技術（演習） 4 4

（参考５）



１

○ 子ども・子育て支援新制度において実施される小規模保育、家庭的保育、ファミリー・サポート・センター、一時預か
り、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点等の事業や家庭的な養育環境が必要とされる社会的養護については、
子どもが健やかに成長できる環境や体制が確保されるよう、地域の実情やニーズに応じて、これらの支援の担い手と
なる人材を確保することが必要。

○ このため、地域において保育や子育て支援等の仕事に関心を持ち、保育や子育て支援分野の各事業等に従事する

ことを希望する者に対し、多様な保育や子育て支援分野に関しての必要な知識や技能等を修得するための全国共通
の研修制度を創設し、これらの支援の担い手となる「子育て支援員」の養成を図る。

○ 国で定めた「基本研修」及び「専門研修」を修了し、「子育て支援員研修修了証

書」（以下「修了証書」という。）の交付を受けたことにより、子育て支援員として保

育や子育て支援分野の各事業等に従事する上で必要な知識や技術等を修得した

と認められる者

○ 研修内容は各事業等に共通する「基本研修」と特性に応じた専門的内容を学ぶ

「専門研修」により構成され、質の確保を図る。

○ 研修修了者を「子育て支援員」として研修の実施主体が認定。全国で通用。

趣 旨

「子育て支援員」とは

「子育て支援員」研修について

小規模保育等の保
育分野や放課後児
童クラブ、社会的養
護、地域子育て支援
など子ども・子育て
分野に従事

実施主体（都道府
県・市町村等）に
研修申込

研修受講

基本 専門

修了証書の
発行

子育て支援員
に認定

研修受講から認定までの流れ
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放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
補
助
員
）

注）主な事業従事先を記載したものであり、従事できる事業はこれらに限られない（障害児支援の指導員等）。

乳
児
院
・児
童
養
護
施
設
等

（
補
助
的
職
員
）

基本研修
８科目・８時間

６科目・
９時間

（共通科目）
１２科目１５～１５．５時間

９科目・
２４時間

９科目・
１１時間

子育て支援員研修の体系

注）赤枠は、研修が従事要件となる事業。青枠は、研修の受講が推奨される事業。

放課後児童
コース

社会的養護
コース

地域保育コース 地域子育て支援
コース

専
門
研
修

小
規
模
保
育
事
業

（
保
育
従
事
者
）

家
庭
的
保
育
事
業

（
家
庭
的
保
育
補
助
者
）

一
時
預
か
り
事
業

（
保
育
従
事
者
）

事
業
所
内
保
育
事
業

（
保
育
従
事
者
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト

・
セ
ン
タ
ー
事
業

（
提
供
会
員
）

６科目・６～６．５時間
＋２日以上

６科目・
６～６．５時間
＋２日以上

４科目・
６．５時間

利
用
者
支
援
事
業
・基
本
型

（
専
任
職
員
）

利
用
者
支
援
事
業
・特
定
型

（
専
任
職
員
）

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業

（
専
任
職
員
）

５科目・
５．５時
間

６科目・
６時間

地域型保育

※「利用者支援事業・特定型」については、自治体によって、実施内容に違いが大きい可能性があるため、地域の実情に応じて科目を追加することを想定。

（※）（※）
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子育て支援員研修（基本・専門）の時間数

基本研修

＜８科目＞

８時間

専門研修 時間数

放課後児童コース ６科目・９時間

社会的養護コース
９科目・１１

時間

地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス

基本型
９科目・２４

時間

特定型
５科目・５．５時
間（※）

地域子育て支
援拠点事業

６科目・６時間

地
域
保
育
コ
ー
ス

共 通
１２科目・１５～
１５．５時間

選
択

地域型
保育

６科目・６～６．５
時間

＋２日以上

一時預
かり事業

６科目・６～６．５
時間

＋２日以上

ファミリー・
サポート・
センター

４科目・６．５時
間

総時間数

１４科目・１７時間

１７科目・１９時間

１７科目・３２時間

１３科目・１３．５時間
（※）

１４科目・１４時間

地域型
保育

２６科目・２９時
間～３０時間

＋２日以上

一時預
かり事
業

２６科目・２９時
間～３０時間

＋２日以上

ファミリー
・サポート
・センター

２４科目・
２９．５時間

～３０時間

現 行

－
（放課後児童支援員：

２４時間）

－

－

・家庭的保育者基
礎研修
２１時間

～２２時間
＋２日以上

・ファミリー・サポ
ト・センター
（推奨）

２４時間

研修時間数

※「利用者支援事業・特定型」については、自治体によって、実施内容に違いが大きい可能性があるため、地域の実情に応じて科目を追加することを想定。10



基
本
研
修

８科目
８時間

①子ども・子育て家庭の現状
（６０分）

②子ども家庭福祉
（６０分）

③子どもの発達
（６０分）

④保育の原理
（６０分）

⑤対人援助の価値と倫理
（６０分）

⑥子ども虐待と社会的養護
（６０分）

⑦子どもの障害
（６０分）

⑧総合演習
（６０分）

放
課
後
児
童

コ
ー
ス ６科目

９時間

①放課後児童
健全育成事業
の目的及び制
度内容（９０分）

②放課後児童クラ
ブにおける権利擁
護とその機能・役割
等 （９０分）

③子どもの発達理
解と児童期（６歳～１
２歳）の生活と発達

（９０分）

④子どもの生活
と遊びの理解と
支援

（９０分）

⑤子どもの生活
面における対応
等

（９０分）

⑥放課後児童クラ
ブに従事する者の
仕事内容と職場倫
理 （９０分）

地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス

基
本
型

９科
目
２４
時間

①地域
資源の
理解
（事前学
習）
（４８０
分）

②利用
者支援
事業の
概要

（６０分）

③地域
資源の
概要Ⅰ

（６０分）

④利用者支
援専門員に
求められる基
本的姿勢と倫
理

（９０分）

⑤記録
の取扱
い

（６０分）

⑥事例分析Ⅰ
～ジェノグラム
とエコマップを
活用したアセス
メント～

（９０分）

⑦事例分析
Ⅱ～社会資
源の活用と
コーディネー
ション～

（９０分）

⑧まとめ

（３０分）

⑨地域
資源の
見学

（４８０
分）

特
定
型

５科
目
５．５
時間
（※）

①利用者支援事業
の概要

（６０分）

②利用者支援専門員
に求められる基本的姿
勢と倫理 （６０
分）

③保育資源の概要

（９０分）

④記録の取扱い

（６０分）

⑤まとめ

（６０分）
（※）

拠
点

６科
目

６時
間

①地域子育て支援拠
点を全体像で捉えるた
めの科目 （６０分）

②利用者理解

（６０分）

③地域子育て支
援拠点の活動

（６０分）

④講座の企画

（６０分）

⑤事例検討

（６０分）

⑥地域資源の連
携づくりと促進

（６０分）

子育て支援員研修（基本・専門）科目（案）一覧①

社
会
的
養
護
コ
ー
ス

９科目
１１時間

①社会的養護の理
解 （６０分）

②子ども等の権利擁護、対象者
の尊厳の遵守、職業倫理

（６０分）

③社会的養護を必要とする子
どもの理解

（９０分）

④家族との連携

（６０分）

⑤地域との連携
（６０分）

⑥社会的養護を必要とする子ど
もの遊び理解と実際 （９０分）

⑦支援技術
（６０分）

⑧緊急時の対応
（６０分）

⑨施設等演習
（１２０分）

※「利用者支援事業・特定型」については、自治体によって、実施内容に違いが大きい可能性があるため、地域の実情に応じて科目を追加することを想定。 11



子育て支援員研修（基本・専門）科目一覧（案）②

地

域

保

育

コ

ー

ス

16
科
目
～
18
科
目

21
時
間

～

22
時
間
＋
２
日
以
上

共

通

１２科目
１５～
１５．５
時間

①乳幼児の生活
と遊び

（６０分）

②乳幼児の発達
と心理

（９０分）

③乳幼児の食事と
栄養

（６０分）

④小児保健Ⅰ

（６０分）

⑤小児保健Ⅱ

（６０分）

⑥心肺蘇生法

（１２０分）

⑦地域保育の環
境整備

（６０分）

⑧安全の確保とリ
スクマネジメント

（６０分）

⑨保育者の職業倫理
と配慮事項

（９０分）

⑩特別に配慮を要
する子どもへの対
応（０～２歳児）

（９０分）

⑪グループ討議

（９０分）

⑫実施自治体の
制度について（任
意）
（６０～９０分）

選

択

地
域
型
保
育

６科目
６～
６．５
時間

＋２日
以上

①地域型保育の
概要

（６０分）

②地域型保育の
保育内容

（１２０分）

③地域型保育の運
営

（６０分）

④地域型保育におけ
る保護者への対応

（９０分）

⑤見学オリエン
テーション

（３０～６０分）

⑥見学実習
２日以上

一
時
預
か
り
事
業

６科目
６～
６．５
時間

＋２日
以上

①一時預かり事
業の概要

（６０分）

②一時預かり事
業の保育内容

（１２０分）

③一時預かり事業
の運営

（６０分）

④一時預かり事業に
おける保護者への対
応 （９０分）

⑤見学オリエン
テーション

（３０～６０分）

⑥見学実習
２日以上

フ
ァ
ミ
リ
ー
・

サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー

４科目
６．５
時間

①ファミリー・サ
ポート・センターの
概要

（６０分）

②ファミリー・サ
ポート・センターの
援助内容

（１２０分）

③ファミリー・サ
ポート・センターに
おける保護者への
対応 （９０分）

④援助活動の実際

（１２０分）
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